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〈午前１０時００分 開議〉 

 

○議長（倉又 稔君） 

おはようございます。 

これより本日の会議を開きます。 

欠席通告議員はありません。 

定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 
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○議長（倉又 稔君） 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員には、１０番、保坂良一議員、２１番、松尾徹郎議員を指名いたします。 

 

日程第２．一 般 質 問 

 

○議長（倉又 稔君） 

日程第２、一般質問を行います。 

昨日に引き続き、通告順に発言を許します。 

新保峰孝議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 〔２６番 新保峰孝君登壇〕 

○２６番（新保峰孝君） 

おはようございます。 

日本共産党議員団の新保峰孝です。 

私は、景気・雇用対策、北陸新幹線と並行在来線、地域交通対策の３点について、米田市長に質

問したいと思います。 

１、景気・雇用対策について。 

政府は昨日、追加経済対策７兆２,０００億円を閣議決定したとのことであります。民間信用調

査会社の帝国データバンクが８日発表した、１１月の負債額１,０００万円以上の製造業の倒産が

１７７件、前年同月比３６.２％の増加となったとのことであります。全国全業種の倒産は

１,０００件で、前年同月比１.０％減少とのことであります。まだまだ厳しい状況が続いておりま

す。その点を踏まえ質問いたします。 

(1) 市内の景気動向をどのようにとらえているか。 

(2) 政府がデフレに入ったことを正式に表明しましたけれども、円高の進行とともに地域経済、

雇用への悪影響が懸念されます。どのように対応しているか。 

(3) デフレ対策には購買力を高めることが重要であります。そのためには最低賃金の引き上げ

や正規雇用を増やすこと、くらしを応援する施策を講じることが大事であります。市として

市民のくらしと雇用を守るため、福祉の充実や独自の景気・雇用対策を強化する必要がある

のではないか。 

① 年末・年始を含め総合相談窓口を設置する考えはないか。 

② 市独自の景気・雇用対策の強化をはかるべきでないか。 

③ 国に対して景気・雇用対策の一層の強化を求めるべきでないか。 

２、北陸新幹線と並行在来線について。 

最近、関係する各県の間でコミュニケーションがうまくいっていないような報道がなされており

ますが、それらも含めて質問いたします。 

(1) 北陸新幹線整備工事の現状と見通しはどうか。 
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(2) 北陸新幹線整備にともなう第三セクター鉄道の検討状況はどうか。 

① 経営計画、負担割合についてはどうか。 

② 新潟県は、県単独を考えているのか、各県連携の広域化を考えているのか。 

③ ＪＲ資産の扱いについてはどのように考えているか。 

④ 上下分離方式等、さまざまな方法が考えられるわけでありますが、どのように考えてい

るか。 

(3) 政府・与党合意の見直しを強力に求めていく必要があると思うがどうか。 

(4) 北陸新幹線整備に関連する市の負担はどれくらいか。また、南北自由通路・駅舎等整備に

ついての考え方はどうか。 

(5) 北陸新幹線開業と大糸線の関係はどうか。 

３、地域交通対策について。 

昨年１０月１日より市街ループ線ができて、バス路線が新しくなりましたけれども、まだ課題は

あると思いますので質問をしたいと思います。 

(1) 地域交通システムの現状とその改善について、どのように検討されているか。 

(2) 生活交通確保対策事業の改善と住民の利便性向上をはかるため、現システムの再見直しを

行うべきでないか。 

(3) 実情に合った改善をはかるためには、ジオパークも含めて利用者の声を反映した検討が必

要ではないか。 

(4) バスと鉄道を基幹とし、デマンド交通を組み合わせた地域交通システムを利用者の意向が

反映される形で検討すべきではないか。 

以上、１回目の質問といたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

おはようございます。 

新保議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の１点目、市内の景気動向につきましては、全業種において景気及び売り上げ動向は大き

く減退しており、収益率もマイナス幅が大きくなっております。 

２点目につきましては、市としては景気対策として資金需要や消費動向の改善を図っております

が、今後、国の施策の動向を見ながら対応してまいりたいと考えております。 

３点目、相談体制につきましては、現在、ハローワークや関係団体などと連携をし、相談者に不

便をかけないよう対応いたしておりますので、総合相談窓口の設置は考えておりません。 

景気雇用対策の強化につきましては、現在実施している対策事業を引き続き実施していくととも

に、国の追加経済対策の動向を見ながら対策を検討してまいりたいと考えております。 

２番目の１点目につきましては、平成２６年度末開業予定で工事が進められており、現在、市内

においてはすべてのトンネルが貫通し、明かり区間の工事が進められております。 

また、本年１０月９日に、いわゆるその２工事が認可され、駅舎や電気設備等の設計等が着手さ
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２番目の２点目の１つ目につきましては、並行在来線開業準備協議会の中で経営委員会を設置い

たしまして、経営計画案の策定に取り組んでおりますが、負担割合は現時点では決まっておりませ

ん。 

２つ目につきましては、第１段階といたしまして、まず、県内区間の経営計画を検討し、その後、

各県の連携も検討する方向であります。 

３つ目のＪＲ資産の扱いにつきましては、４つ目の上下分離方式等につきましても、今後、経営

委員会の中で検討する予定となっておるわけでございます。 

３点目につきましては、田中議員のご質問にもお答えいたしましたが、新潟県及び沿線自治体と

連携をし、慎重に対応してまいりたいと考えております。 

４点目につきましては、平成１３年度の試算では約２２億円となっております。 

南北自由通路と駅舎等の整備につきましては、ＪＲ西日本から提示を受けた３４億円と、鉄道・

運輸機構へ委託を予定しております約４億にその他を加え、概算事業費といたしまして約４０億円

を見込んでおりますが、概算事業費の縮減のためＪＲ西日本本社への要望を行っております。 

５点目につきましては、新幹線開業後も新幹線と大糸線はＪＲ西日本の経営によるものであり、

連携が図られるものと考えております。 

３番目の１点目につきましては、鉄道や路線バス、コミュニティバスのそれぞれの接続改善や、

相互の乗り継ぎの利便性改善に向けて、利用者の意見をお聞きしながら各事業者に要望し、改善を

つなげているところであります。 

２点目につきましては、運行経路の再編や乗合タクシーによる新たな実証運行等を実施したいと

考えており、費用対効果を見ながら効率的な運用方法を検討してまいります。 

３点目につきましては、交流人口拡大のためにも重要であると認識いたしておりまして、フォッ

サマグナミュージアムをはじめとして利用実態を把握する中で、利用しやすい形態を検討してまい

りたいと考えております。 

４点目、バスと鉄道を基幹とする地域交通システムにつきましては、各地区の実情や利用実態に

即した運行の形態を、利用者や交通事業者等と協議をしてまいります。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からも答

弁いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○２６番（新保峰孝君） 

市内の景気動向でありますが、全業種、今まだ大変な状況であるということであります。こうい

う厳しさが続く状況の中で、さらにこれがすぐに景気が上向きになるような状況ではない、まだ続

くというふうに考えられます。そうしますと今頑張っているけれども、もうかなりの期間、厳しい

状況が続いておりますので、もうなかなか頑張り切れないという事業所、会社も出てくるんでない

かと。そういう状況であるからこそなお一層、先ほど答弁にもありましたけれども、国のそういう

経済対策を活用すると同時に、市としても一層の対策強化ということを考えていく必要があるんで
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ないかと思いますが、この点についていま一度お願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子商工観光課長。 〔商工観光課長 金子裕彦君登壇〕 

○商工観光課長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

ただいまの新保議員さんのご意見でございますけれども、景気対策、あるいは雇用対策といたし

まして国の方で、きょうの新聞報道でもございましたけれども、新たな経済対策を講じるというこ

とでございますが、それらと連動しながら私ども市の対応としては、中小企業への融資制度の緊急

的な対応をこれまでもしてきておりますけれども、今後も続けていきたいというふうに思っており

ますし、また、市内での消費喚起の対応につきましても、現在実施をいたしておるとこでございま

す。 

また、緊急雇用という面での対策もやっておるところでございまして、引き続きこれらの対策を、

国の経済対策とあわせて実施をしていきたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○２６番（新保峰孝君） 

ハローワーク糸魚川の有効求人倍率が１０月で０.７１ということでありますが、昨年の夏の段

階では、８月の段階では１.２９あって、それが急激に下がってきて、１月に比べれば若干上がっ

ているけれども、まだ底ばい状態といいますか、ずっと低い状態で続いている。こういう状況であ

りますので、もう１年近く仕事がないという方もいらっしゃるわけです。 

そういう方たちに対する対応、そして、またこれから年末年始になるわけでありますが、この先、

市内の状況、どういうふうになるかわかりませんけれども、そういうこともあわせて考えて、総合

相談窓口というものを私は設置しといた方がいいというふうに思うんですが、先ほど考えていない

ということでありましたけれども、それでは糸魚川市ではどのように今対応されているのか、そう

いう点について伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子商工観光課長。 〔商工観光課長 金子裕彦君登壇〕 

○商工観光課長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

糸魚川市では離職された方の就職、あるいは生活相談ということで、庁内では私ども商工観光課、

福祉事務所と連携しながら、また、ハローワーク、社会福祉協議会等の皆さんと連携をしながら進

めております。 

昨年の１２月に担当者レベルで、お互いに情報交換をしながら連絡をとりあって、相談体制に応

じていくということで進めておるとこでございまして、これまでにも連携をしながら相談を進めて

おるとこでございますので、その体制で今後も対応していきたいというふうに考えております。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○２６番（新保峰孝君） 

全国のハローワークで、１１月３０日に１７都道府県、７７カ所でありますが、仕事、生活、そ

ういう総合相談窓口を設けたと、ワンストップサービスが行われたということでありますが、再度、

またこういうことを行いたいというふうに報道されております。 

この年末年始で庁舎は６日間閉まっていると思うんですが、そういう場合の生活、それから住居

等、そういうふうなことの緊急な相談という場合、どこが窓口になってどういう対応をされるのか、

その辺のところはどういうふうになっていますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子商工観光課長。 〔商工観光課長 金子裕彦君登壇〕 

○商工観光課長（金子裕彦君） 

先ほど申し上げました関係機関で連絡をとりあって対応することといたしておりますけれども、

具体的には、１２月３０日に市内企業の求人説明会を予定しておりますが、そのときにあわせまし

てハローワークの雇用相談、あるいは生活相談というものを同時に対応していきたいということで

現在予定をし、関係機関で準備を進めておるとこでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○２６番（新保峰孝君） 

年末年始の間に、今のような経済状況でありますので、困ることがないように対応していただき

たいと思います。 

それで、景気・雇用の中の仕事の創出という点。景気対策としては、いろんな取り組みがあると

思いますけれども、例えば糸魚川市で考えてみた場合に仕事の創出もそうですが、経済対策緊急特

別資金の改善、あるいは今のような状況から最低制限価格、低入札価格調査、こういう工事の品質

確保対策ですね、小規模修繕契約希望者登録制度。これは前に一般質問で私もさせていただきまし

たが、こういうふうな創設等あると思いますけれども、前回の一般質問の際に改善する、検討する

というふうな答弁がございましたけれども、この点についてはどのように改善、取り組みを行われ

てきたか、伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

織田総務企画部長。 〔総務企画部長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

まず、低入札の関係でございますけども、こういう景気の動向等も踏まえまして、今回たしか

１０月から、その低入札の扱いにつきましては運用を変えまして、少し最低制限の価格を上げさせ
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てもらったというところが実態であります。 

それから入札の指名参加願の提出されてない業者につきましての入札参加につきましては、やは

り検討しましたけども、やはりそれは入札参加をきちんとちょうだいしてからということでありま

す。したがいまして、現在、入札参加をしている業者を、やはり優先をしながら発注をしたいとい

うことで、今のところ現行どおりというとこであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○２６番（新保峰孝君） 

最低制限価格は、土木及び建築工事は予定価格１,０００万円以上、それ以外の工事は５００万

円以上の場合に設定すると。今改善されたというのは、どこを、どういうふうに改善されたんです

か。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

織田総務企画部長。 〔総務企画部長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

最低制限価格の方は、その価格よりも低いと落札にならないということになります。そういった

ことで、ずっと設定をしてましたけども、今回、景気等の動向を踏まえまして最低制限価格の額を

少しアップしたということであります。したがいまして、実際の落札金額が逆に多少上がるという

傾向であります。というよりも、失格になる業者の金額を上げたということであります。したがい

まして、最低制限、低入札を防止するという観点で、その辺をさせてもらったというものでありま

す。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○２６番（新保峰孝君） 

業務委託等については、この点については検討するというふうに言われておりましたが、これは

もう実行されてるということですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

織田総務企画部長。 〔総務企画部長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

それぞれ業者はたくさんいらっしゃいますけども、特に指名参加願の出てない業者、中小の業者

を優先するということでありますけども、逆に指名参加願を出している中小の業者もたくさんござ

います。したがいまして、そういった点ではやはり市の指名を受けようという業者を優先するのが、

一番いいのではないかということであります。 
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したがいまして、入札参加願のある業者から入札に参加してもらうということであります。ただ、

なお金額的に工事等の関係、例えば１３０万円未満の入札に付さないものにつきましては、その辺

は随時弾力的にやってるというとこであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○２６番（新保峰孝君） 

小規模修繕の関係は先ほど答弁あったんで、また引き続き機会を見て質問いたしますけども、そ

ういうことじゃなくて、土木、建築工事以外の点で、前に一般質問の際に取り上げさせてもらった

んですが、設計監理とかそういう関係、こういう分野で来年度、ことしの６月定例会ですので、来

年度ということは平成２２年度ということになるわけですが、検討作業に入っているところである

という答弁だったんで、その後どうなっていますかという、そういうことなんですわ。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉岡企画財政課長。 〔企画財政課長 吉岡正史君登壇〕 

○企画財政課長（吉岡正史君） 

入札等の適正価格の検討ということで、今ほどいろいろご質問されていることかと思っておりま

す。 

この入札価格につきましては、一方では品質確保、あるいは過当な競争防止という観点からも見

なければならないし、またもう一方では私どもといたしましては、やはり市民の税金を投入してる

わけですから、ある程度一定の競争もしていただかなきゃならない。そういった観点から私ども、

今、最低価格についていろいろ検討してまいりました。 

そういった中で、国、県等の動向も参考にしながら今決めてる段階でございますし、今ほど部長

が申し上げましたように、できるものからやってるわけでございますので、また今後も国、県等の

動向を見ながら、再度、業務委託等につきましても検討をしてまいりたいという形で、今いろいろ

の調査をしてるといった段階でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○２６番（新保峰孝君） 

あまりにもその予定価格に対して、低い価格で落札されていると。それが問題だから、国、県と

いうことももちろんあるかもしれませんけども、糸魚川市で現実にこういうふうな経済状況の中で、

それでやっていけるのかということなんですよ。ですからそれ以外の、土木及び建築工事以外でも、

そういう問題があるんではないかと。だからそういうものもきちんと対象にして、採算割れするよ

うなことを避けるように、そういうふうにやっていけなくなるようなことは、防止すべきだという

趣旨で言ったつもりなんですが、ちょっと伝わらなかったようなんで、いま一度お願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 
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織田総務企画部長。 〔総務企画部長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

最低制限価格につきましては、土木、建築、それから電気、管、そのような業種によってやって

おります。ただ委託業務、その他のものにつきましては設定はしてないわけでございますけども、

それにつきましては新年度に向けまして、その辺の制度については検討したいというふうに考えて

おります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○２６番（新保峰孝君） 

仕事をつくり出すという点では緊急雇用創出事業の関係で、糸魚川市もいろいろと取り組みを行

っております。環境パトロール事業とか博物館の受付業務、いろいろ農林道維持管理事業等々やっ

ておられますが、この中で住宅リフォーム、これは耐震補強する場合に助成対象にそれもしたとい

うことで、耐震の点でも強化されてきてるわけでありますが、この耐震補強というのと住宅リフォ

ームという場合、同じっていうふうに考えていいのか。耐震補強をするその助成というところに、

リフォームも同じ対象になりますよというふうに考えていいのかどうか伺いたいんですが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子建設課長。 〔建設課長 金子晴彦君登壇〕 

○建設課長（金子晴彦君） 

耐震の補助というのは、耐震診断をした中でその診断の耐震率が１.０を割るものについて、ま

たそれが１.０を超えるような形をするが耐震補助ということになります。リフォームはそれとは

別に、その中に仮にそれが耐震も兼ねたものであれば、その耐震診断も含めることは可能でしょう

けども、必ずしもイコールではなくてリフォームはリフォーム、それから耐震診断というのは、あ

くまでも係数を１.０以上にするというのがありますので、それをクリアする中であわせてやると

いうのは、その積算の考え方だと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○２６番（新保峰孝君） 

今のような状況の中では、この住宅リフォームというものに対しても、それを行う場合に耐震と

いうのを、それも一緒にお願いすると。これは非常に大事なことでありますけれども、リフォーム

に対しても助成制度を設けるというのは、非常に仕事をつくるという点で、これも有効なんではな

いかというふうに思いますが、そういうふうなこともできないかどうか伺いたいんですが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子建設課長。 〔建設課長 金子晴彦君登壇〕 
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○建設課長（金子晴彦君） 

今申しわけありません。リフォームに対するその辺の検討は、きょうはその辺、用意しておりま

せんが、どういうことが可能かは少し考えてみたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○２６番（新保峰孝君） 

前の一般質問の際に答弁の中で、耐震とリフォームというのを組み合わせたような答弁になって

おりましたので、そこも含まれるのかなというふうに理解したんですが、別だということでありま

すので、ぜひ今の景気雇用対策といいますか、仕事づくりという点で、こういう点もぜひ波及効果

が非常に大きいという点で、検討していただきたいと思います。 

それでいま１つ、経済対策緊急特別資金、この利子補給で一定期間無利子にできないかというこ

とも前回の一般質問、前の一般質問でいたしました。この点についてはいかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子商工観光課長。 〔商工観光課長 金子裕彦君登壇〕 

○商工観光課長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

新保議員さんが今おっしゃられるようなところまでは、現在のところ考えていないところでござ

います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○２６番（新保峰孝君） 

地元資源を生かした新たな仕事の創出という点では、糸魚川市内には休耕田も多く出てきており

ますし、間伐という点でも未整備のところが多くあると。あるいは里山と言われるようなところで

も、これも整備されていない。こういう地元資源を生かして雇用を創出するという点で、これだけ

でなくて食とか、いろんな点があると思うんですが、今までは講師を呼んできて話を聞くと。地元

の糸魚川市民がいろんなところで考えて、取り組みをやりましょうということで、やられてきたと

思うんですが、基本的にはそうだと思うんですけど、汗を流し、知恵を出して、資金も出して地域

を振興していくと、これが基本だと思うんですが、なかなかそうもいかないということで、この緊

急雇用創出事業の中で各県、あるいは市町村で、例えば地域ブランドの専門員を雇用してやるとか、

農商工連携コーディネーターを雇用してやるとか、いろんな取り組みをやってるんですよね。企画、

そしてそれをどういうふうにやるかっていうことを１つの分野だけでなくて、総合的に考えてやっ

ていける、そういう専門の方を雇って、それでどういうふうにやっていくかということを考えるこ

とも、今のような状況の中では、これからは必要になってくるんではないかと思うんですよ。 

ジオパークではミュージアムに専門の方がいて、いろんな取り組みをやられておりますけれども、

そのほかも含めてやるっていう場合に、考える必要があるんでないかと思うんですが、いかがでし
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

そういったところが、やはり一番欠けている点でないかと私も考えておるわけでありますが、し

かし、そのコーディネーターなり、リーダーなり、エキスパートというのは、なかなか難しいとこ

ろではないでしょうか。これは当市だけでなくて、全国的にも同じようなことが言われる部分であ

りまして、そういう人がいてくれれば、本当に私はぜひとも入っていただきたいという部分であり

ますので、各業種、また、いろんな事業的な部分にかかわると思うわけでございまして、そんなと

ころも引き続きご指摘もいただいてる部分でございますが、探してまいりたいなと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○２６番（新保峰孝君） 

新幹線と並行在来線の問題に移ります。 

新幹線整備について新潟県と国、各県との間で、どうも意思疎通がうまくいってないように思い

ますけれども、この点はどういうふうに考えておられるのか。 

私はこの新幹線整備に当たっての最大の問題というのは、新幹線開業と同時に並行在来線がＪＲ

から切り離されて、自治体、県、市町村が中心になって運営しなければならないという、ここに最

も大事な問題があるんでないかというふうに思うんですが、今その大事な問題とは別の次元で新潟

県知事がエネルギーを使っているように思います。こういうふうなことについて、やはりその一番

中心になるところに焦点を当てて、各県が連携をして取り組んでいくというのが、大事なんでない

かというふうに思うんですが、どのようにお考えでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

深見建設産業部長。 〔建設産業部長 深見和之君登壇〕 

○建設産業部長（深見和之君） 

お答えいたします。 

新幹線と並行在来線の関係でございますけれども、新幹線問題というのは、イコール新幹線開業

後の経営分離されます並行在来線を、どのように存続させていくかということでありまして、決し

て別の問題ではございません。 

知事が新幹線問題につきまして、いろいろ要求しておりますのは、その新幹線リース料を地方の

負担に見合った形で還元するようにということは、これは並行在来線の経営安定というものを意識

したものでございますので、そういう中で主張されている部分があると思います。 

また、それとは別に、今、新幹線につきましては沿線の自治体にとりまして、発展のために欠く

ことのできないものでありますので、その点では協調していく必要がありますし、並行在来線につ
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きましても経営の安定化という意味では共通の問題でありますので、これは共同で検討し、取り組

んでいくべき問題であるというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○２６番（新保峰孝君） 

新潟県知事の言う建設負担金の問題等、わからないではないですが、第三セクターにされたとき

に大きな赤字が見込まれると県でも試算してるわけですよね。そういうときに新潟県が孤立して、

単独で運営しなければならないような状況をつくるということは、私はよくないと。 

それと知事が言われることでも例えばリース料、今言われましたけども、それは新潟県だけでで

きる問題じゃないんですよね。各県が連携しなければ、実現の可能性がないわけですよ。そういう

連携してこそ、やっぱり知事が言われているようなことも可能性が出てくるんでないかというふう

に思います。 

建設負担金の問題もそうですし、そういうふうに言われてるところでわからないでもない、そう

いう問題もあるんですが、やはり大きい立場に立って取り組んでもらいたいと。そういうこともや

はり糸魚川市としても、知事というか県の方に働きかけていただきたいと思います。 

特に新潟県域、この糸魚川市もそうですが、県域はトンネルが多いそういう地域なんですよね。

ＪＲの試算で、トンネル等を維持管理するのに大変な費用がかかってくるわけですよ、この後。そ

ういうことも考えれば、やはり広域的な連携の中で、ほかの県の知事が言われているように、やは

り広域的に取り組んでいくべきではないかということを、県の今どこで言ってるわけですか、経営

委員会の中になるわけでしょうか、それとも準備会の方になるわけでしょうか、そちらの方でも、

ぜひそういうことを言っていただきたいというふうに思うんですが、今どういうふうに中の論議は

なっているんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

深見建設産業部長。 〔建設産業部長 深見和之君登壇〕 

○建設産業部長（深見和之君） 

まず、経営委員会におけます議論の状況でございますけども、経営委員会につきましては、第

１回が１０月に開催されまして、１２月１４日に第２回の会合が予定されております。 

この検討状況につきましては、第１回目につきましては、まず委員全員が共通認識を持つ場とい

うことで、並行在来線の現状と課題について検討されたところであります。今後の予定でございま

すけども、この後、経営理念、運行計画、それから車両計画、施設計画、要員計画等、最後は収支

計画がございますけども、これらをまとめまして、最終的に経営計画案をつくるということになっ

ております。 

それから資産の関係でございますけども、単独か連携かということでございます。これは資産の

負担だけではありませんで、今後どのように並行在来線を運行するかということもかかわってくる

とこでございまして、今の段階では市長答弁にありましたように、県単独でまず考えまして、その

後、連携について検討ということで、経営委員会では今後検討を進められていくところでございま
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す。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○２６番（新保峰孝君） 

本来、政府・与党合意の見直しをして、ＪＲが引き続き経営するようになれば問題はないわけで

すよ、ほとんど。そういうふうになるように、やはり見直しを求めていくというのが基本だと思う

んですね。それを求めていって、いろいろ取り組みを各県が連携してやっていったけども、結果的

に、例えば資産はＪＲと、運営は三セクということになる可能性だってありますよね。そうでない

場合も、例えば上下分離方式といっても結果はどういうふうになるかわからない、いろんなパター

ンがあると。 

しかし最初から資産は有償でなきゃならないとか、そういうふうなことを言っていたんでは、結

果的には、莫大な赤字を背負い込むということになりかねないんでないかと思うんですよ。ですか

ら県内３市でも、やっぱり県、国にはっきりと物を言っていかなければいけない時期でないかとい

うふうに思うんですよ。 

ほかの県の例えば長野県にしても、富山県にしても、知事は広域でやりましょうと。新潟県知事

も、ぜひその論議の中に入って検討しましょうと。利害関係はもちろんありますよ、いろいろ個々

には、それは当然あると思うんだけれども、そういう中で連携してやっていくと、足並みをそろえ

てやるというのが大事だと思うんです。ぜひ市としてもそういう立場で、県、国に物を言っていた

だきたいと思うんですが、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

深見建設産業部長。 〔建設産業部長 深見和之君登壇〕 

○建設産業部長（深見和之君） 

沿線各県が連携して、この並行在来線の問題、新幹線の問題に取り組むということについてでご

ざいますけども、これにつきましては新潟県以外と申しますか、富山県、石川県、長野県との間で、

新潟県がやりとりをしておりまして、今後、そういう話し合いの場をもとうということで話が進ん

でるところでございまして、今、具体的にどうするかというようなことにつきまして、例えば新潟

県からは、その会議の設定につきましていろいろ要望が出されております。 

それについて具体的にどういうことかという問い合わせについても、新潟県から他の県に回答し

ておりまして、そういう条件がそろえばということで、今その場づくりがされているところという

ふうに考えておりまして、それがうまくいけば来年１月にも、そういう場が設けられるのではない

かということで、その沿線各県が連携して問題に取り組むということでは、そういう方向にいきつ

つあるというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○２６番（新保峰孝君） 
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ぜひそういう方向で頑張ってもらいたいと思います。 

先ほどこの取り組みの中で、慎重に対応していきたいという答弁がございましたけれども、どう

も意味がよくわからないんですが、政府・与党合意の見直しを求めていくと。これについては、こ

れは当然、以前にも答弁で言われましたけども、この姿勢は変わりないですね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

深見建設産業部長。 〔建設産業部長 深見和之君登壇〕 

○建設産業部長（深見和之君） 

並行在来線の取り扱いにつきます問題でございますけども、もともと並行在来線につきましては

ご承知のことでございますけども、政府・与党合意によりまして、整備新幹線を新たにつくる場合

には、建設着工する区間の並行在来線につきましては、開業時にＪＲの経営から分離するという大

前提がありまして、これが合意を得たものにつきまして新幹線工事が着工されたという経緯がござ

います。 

この問題といいますのは、第三セクター、地元の自治体が設立して運営するという場合には、財

政負担が大きいということが一番の問題でございますけれども、この見直しということにつきまし

ては、この財政負担をいかに軽減し、安定経営させるかというところが最終的なポイントだと思っ

ております。これにつきましては、新潟県並びに沿線３市で構成します並行在来線開業準備評議会

等を通じまして、国へ従来から要望してるとこでありますし、沿線３県につきましても、これにつ

いて在来線の経営安定のための新たな仕組みの構築を、国に要望しているところでございます。 

また、新聞報道にありましたように、前原国土交通大臣におかれましても、地方に任せるだけで

運営ができるのかどうかと。また、ＪＲや自治体などの意見を聞きながら、今後の方針をまとめて

いくという発言があるわけでございます。 

こういう状況を受けまして、最終的な見直しということになるのかどうかということはあります

けども、一番大きな財政負担、経営安定化ということで、それに向けた制度ができるということに

なれば、この問題も解決といいますか、いい方向にいくというふうに考えられますので、それらの

動きを受けまして、県や沿線自治体と連携して慎重に対応ということの意味でございますので、そ

ういうふうにご理解をいただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○２６番（新保峰孝君） 

新幹線整備に当たっての政府・与党合意というのは、全国的に結論をどうするかというふうな方

針のもとに、そういう考え方のもとに行われたものではなくて、財政負担が大変だからというふう

な、そういうことで行われてきたと思います。ですから切り離されたところは、ほとんどが赤字で

すよね、やっていけない。そういう場当たり的な対応でしかなかったと思うんですよ。 

取り巻く環境というのも、当時と変わってきておりますよね、それから政府も変わりましたし、

当然、国に対して見直しを求めていっていただきたいというふうに思います。 

それから大糸線の関係ですが、これは７．１１水害の際に、新潟県がかなりの支援をして復旧い
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たしました。ですからＪＲ西日本が１年前に通告してやめますと、そう簡単には言えないと思いま

す。しかし、鉄道事業法では２８条の２、鉄道事業者は、鉄道事業の全部、または一部を廃止しよ

うとするときは、廃止の日の１年前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。届

け出になったわけですよ。地元は意見を聞かなければならない、ただ聞くだけですよね。 

そういうふうになってるわけなんで、この大糸線を存続させるためにも管轄を、ＪＲ西日本から

東日本にしてもらうという、そういうことも新潟県の方も今のうちから働きかけ、そういうふうに

動いていった方がいいんでないかと、私はこのように思うんですが、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子商工観光課長。 〔商工観光課長 金子裕彦君登壇〕 

○商工観光課長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

ただいま新保議員さんがご質問のように、新幹線開業に伴って大糸線の経営がどうなるのかとい

うのが大変心配されるところでございまして、私どもも大糸線利用促進輸送強化期成同盟会の中の

会員といたしまして、大糸線をＪＲ西日本で経営を続けていただきたいということで、要望を申し

上げてきておるところでございます。ＪＲ西日本の回答では、ＪＲ西日本では引き続きやるという

意向だというふうに、その要望のときにはお聞かせをいただいておるところでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○２６番（新保峰孝君） 

もしＪＲ西日本が大糸線を、これをやらないというふうにするようであれば、東日本に渡しても

らいたいということも、それも今言っといたらどうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

やると言っとるところへもっていって、やめたらという話は、何か要望と意見が違うんでないか

と思われるわけでございますので、やるといったら、やはり一生懸命運営していただきたいという

のが、我々の気持ちでないかと思うわけでございますので、より効率が上がったり、またお客がふ

えるよう、運営していただきたいという要望で行っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○２６番（新保峰孝君） 

在来線といいますか、新幹線があって、あと大糸線しかないと。西日本がその大糸線を維持する

ために、ちょうど島のようになるような形になると思うんですよ。糸魚川市の立場からすれば、東
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日本にしてもらった方がいろんな点で、新幹線もできた際にも非常に有利になるということもある

と思うんですね。それはそれぞれの会社で、いろいろ考えていると思いますが、ぜひそういう点も

考えて、今後取り組んでいっていただきたいと思います。 

地域交通対策でありますが、バス路線の改善を図って１年になるわけでありますけども、この中

でいろいろ、その後不便な点等を改善されてきてるわけでありますけども、改善して利用者数がど

うなったか、あるいは生活交通確保対策事業の点ではどうなったか。この状況について、わかった

らお聞かせ願いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子商工観光課長。 〔商工観光課長 金子裕彦君登壇〕 

○商工観光課長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

路線バスの利用者数でございますけれども、平成２１年度、これは補助年度でございますので、

昨年の１０月から本年の９月までという期間で算定をいたしておりますけれども、おおよその状況

では、昨年の乗車人員が約５２万７,０００人ぐらい、本年は５５万１,０００人ぐらいというふう

に、おおよそお聞きいたしております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○２６番（新保峰孝君） 

改善の効果が、一定程度あったということではないかと思います。それをさらにやはり改善して、

利用者が使いやすい公共交通にしていくということが、大事なんではないかと思いますが、そうい

う点で、先般、さきに政務調査で安曇野市へ行ってまいりました。 

そこで安曇野のデマンド交通、新交通システムについて話を伺ったわけでありますけども、ここ

では要するに利用者の声を聞くと。その検討委員会の中にやっぱり利用者も入っているというとこ

ろが、ここが大きいんじゃないかと思うんですよね。事業者とかはもちろんありますけども、そう

いう利用者の声を聞くために６５歳以上の世帯、あるいは高校生がいる世帯、そういうとこにアン

ケートをとる、あるいは旅行者に対していろんな声を聞くと。そういう取り組みを前段にやってお

いて、利用者も含めた検討委員会の中で１年半以上、２年近く検討して、方向を出したということ

でありますが、この後の点ですね、いかがお考えか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子商工観光課長。 〔商工観光課長 金子裕彦君登壇〕 

○商工観光課長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

ただいまのお話にありました安曇野市でございますけれども、安曇野市の置かれている状況は、

当市と若干異なっておるというふうに私は認識をいたしております。安曇野市の場合は、ほとんど

路線バスがないという状況下の中で、それぞれの市が合併する以前の町村においていろんなバスの



 

－ 334 － 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

運行形態があったものを、合併後１つにまとめていこうという中で、取り入れられた交通システム

であるというふうに認識いたしております。当市の場合は基本的には、糸魚川バスが運行いたしま

す路線バスが、バス運行の根幹をなしておるというところでございまして、それを基本にしながら

改善をしていきたいということで、試行錯誤の部分もございますが、取り組みをしておるとこでご

ざいます。 

先ほど利用人数を申し上げましたけれども、利用人数はふえておるわけですけども、その中の大

きな１つの要因といたしましては、お出かけパスを本年４月から導入をいたしましたけれども、お

出かけパスの利用の状況を約２週間ほど利用者の状況をカウントいたしました。それによりますと、

平均して１日３００人ぐらい、これを年間に推計をいたしますと約７万８,０００人ぐらいお出か

けパスをご利用されているというふうに、糸魚川バスの方では推計をいたしておると聞いておりま

す。 

こんなことから、利用者のところはふえたということでございますが、お出かけパスを利用して

いただいて、大変ありがたいんでございますが、逆に糸魚川バスの運賃収入からいきますと、減っ

ておるというような状況もございまして、その辺が利用者がふえたんだけれども、糸魚川バスの経

営の収入アップには、つながっていない部分もあるということが、今後改善をしていかなければな

らないところだというふうに思っております。 

全体的には先ほどお話がございましたように、利用の乗客の曜日とか季節とかによります利用の

実態をさらに調査を続けながら、利用者の皆さんの意見をお聞きし、糸魚川バスと協議をしながら、

糸魚川バスが持っておられるバスを有効に活用しながら、また、ほかのコミュニティバス、あるい

は乗合タクシー等の組み合わせをして、市内全体のバス交通の改善に努めてまいりたいと思ってお

ります。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○２６番（新保峰孝君） 

利用者の声を取り入れて、さらに改善していただきたいと思います。 

終わります。 

○議長（倉又 稔君） 

以上で、新保議員の質問が終わりました。 

暫時休憩いたします。 

再開を１１時１０分といたします。 

 

〈午前１１時０１分 休憩〉 

 

〈午前１１時１０分 開議〉 

 

○議長（倉又 稔君） 
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休憩を解き会議を再開いたします。 

次に、鈴木勢子議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

鈴木議員。 〔２５番 鈴木勢子君登壇〕 

○２５番（鈴木勢子君） 

２５番、鈴木です。 

発言通告書に基づき３項目質問いたします。 

１、「にいがた防災戦略」と市防災計画についておたずねいたします。 

災害時における県・市とも防災計画上は万全のようですが、その要となる自主防災組織には課題

も見えております。そこで次の点についておたずねいたします。 

(1) 糸魚川・能生・青海の３地域の自主防災組織のその後の状況はいかがでしょうか。地域格

差が生じている中で、自主防災組織を高めていくための今後の取り組みはいかがでしょうか。 

(2) 県の総合防災情報システムと市との情報共有化と、また、県のＧＩＳと市との二重活用に

ついての課題はいかがでしょうか。 

(3) 災害時要援護者（高齢者・障がい者・乳幼児など）の避難支援体制は万全であるのでしょ

うか。またそれぞれの個別計画が作られているでしょうか。 

２、赤い羽根共同募金についておたずねいたします。 

「赤い羽根共同募金会糸魚川支会」と市社会福祉協議会が毎年行っております共同募金について、

次の点についておたずねいたします。 

(1) 糸魚川・能生・青海地域の共同募金方法とその実績はいかがでしょうか。 

(2) 平成２０年度の活動実績で約１,５００万円ほどが集まっておりますが、その使途に問題

はありませんか。 

(3) 生活困窮世帯が増加している昨今、「１世帯１,０００円を目安に」とされていることに

市民の反発の声が寄せられております。戦後、「相互扶助精神」で始められた赤い羽根共同

募金は今、本来の精神に立ち金額は記載すべきではないと考えておりますが、いかがでしょ

うか。 

３、男女共同参画推進事業についておたずねいたします。 

１９９９年に制定された国の男女共同参画社会基本法は、国の最重要課題と位置づけられ、今年

で１０年目を迎え、各自治体ではさまざまな政策が展開されております。そこで次の点についてお

たずねいたします。 

(1) 平成１９年度に策定された市のプランの推進状況はいかがでしょうか。 

(2) 市民に浸透していない事業の一つとも言われておりますが、その要因をどのようにとらえ

ているでしょうか。 

(3) 近隣の自治体との格差が広がる中で、今回の組織見直しでどのように所管担当を位置づけ、

事業推進の展開を図っていくのでしょうか。 

以上、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

鈴木議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の１点目、自主防災組織の状況につきましては、組織率は１１月末現在で、糸魚川地域

７５.７％、能生地域５６.３％、青海地域３.４％、市全体では５８.１％となっております。 

また、自主防災組織の必要性を理解してもらいながら、組織化へつながるよう出前講座、防災リ

ーダー研修を行ってまいります。 

２点目につきましては、市町村等から県総合防災情報システムへ災害情報を入力することにより、

県において災害情報が一元集約され、県内における災害情報が市町村からも把握できるようになり

ましたが、県の防災ＧＩＳと市町村ＧＩＳへのデータの二重入力の解消が課題と認識いたしており

ます。 

３点目、避難支援体制につきましては、国から示されたガイドラインに沿って整備を進めており

ます。災害時には近隣の皆様から協力いただくことが最善であり、各地域の自主防災組織等で個別

計画の作成を、お願いいたしているところであります。 

今後さまざまな機会を通じて、自主防災組織の結成と個別計画の策定を呼びかけ、協力をお願い

してまいりたいと考えております。 

２番目の１点目、共同募金の方法につきましては、糸魚川地域と青海地域は募金袋を配布してお

りますが、能生地域は募金袋を配布しない方法となっております。 

平成２０年度の実績につきましては、糸魚川が８６５万６,０００円、能生が２７２万

７,０００円、青海が２５７万４,０００円であります。これ以外の法人募金等が４３７万

５,０００円あり、合計額１,８３３万２,０００円は、糸魚川市社会福祉協議会から県共同募金会

へ全額納入されております。 

２点目、募金の使途につきましては、糸魚川市社会福祉協議会が事業計画により、共同募金会か

ら１,４２６万円の配分を受け、執行いたしております。特に問題はないと思っております。 

３点目、金額の記載につきましては長年にわたり、あくまで目安としてお示ししていることでご

ざいます。 

３番目の１点目、男女共同参画プランの推進状況につきましては、プラン策定後、市と県や新潟

県女性財団、市内各関係企業及び団体との連携により、プランに盛り込まれた各種事業を実施いた

しております。また、これら事業については年２回、一般市民１０名で構成される男女共同参画推

進委員会において、進行管理と事業評価をいただいております。 

２点目につきましては、市内にはいまだ性別によって男女の役割を固定的にとらえる考え方も見

られ、これらの観念や習慣を変えていくことによって、男女共同参画が進展していくものと考えて

おります。市といたしましても、今後とも男女共同参画の視点を育てるための啓発に努めてまいり

ます。 

３点目につきましては、現在、総務課地域づくり室で事務を所管しておりますが、来年度からは

環境生活課市民生活係の所管に移行する予定であります。 

今後はより一層市民生活と密着した中で、男女共同参画を推進してまいりたいと考えております。 
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以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、関係の部・課長からの答

弁もありますので、よろしくお願い申し上げます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

鈴木議員。 

○２５番（鈴木勢子君） 

では、１番目の質問。答弁いただきましたが、せんだっての野本議員の質問とも重複しておりま

すけども、組織率の数字を上げるということも、これも非常に大事ではございますが、その中身は

もっと大事かと思うんですね。 

それで私も去る１１月１６日に新潟県の女性議員の会の研修で、県の防災局の課長のお話、それ

から中越地震、続く中越沖地震の地元の県議、市議の体験報告を聞いてまいりました。 

あえてここでまた取り上げるということは、非常に課題が見えてきたということです。合併直後

の平成１７年の初めての６月定例会でも、この防災計画を私は取り上げましたが、それから５年が

経過しまして、備蓄も含めていろんな問題がありますので、詳細にお尋ねいたします。 

まず、県のＧＩＳと市のＧＩＳの一元化が、要するに二重入力が課題だということ、これは県の

方も申していましたので、同じとらえ方であったかと思います。実際に私がここで言う災害という

のは、あえて書かなかったんですが、一番大きな地震ということを想定してます。地震というのは

もう３地域、どこでも一瞬にして起こることですので、地すべりとかそういった災害とは、また大

きく違ってくるかなと思うんですけども、実際この県の総合防災システム、すごい立派なのがある

んですね。これと市とのものを生かして、敏速に支援体制につなげていく。紙で書いたものだけで

なくて、実際に使われないと意味がないわけで、これをフル回転、もちろん２４時間活用していく

には、職員の配置も大事かと思うんです。そうすると２４時間１人では無理ですが、ここのあたり

は具体的に、本部としてどういうふうにされていきますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

山口消防長。 〔消防長 山口 明君登壇〕 

○消防長（山口 明君） 

お答えいたします。 

県ＧＩＳ、つまり県の総合防災情報システムへの入力、あるいは市のＧＩＳとの関係ということ

で、その人員についてどのような体制をとるかということのご質問かと思いますが、一応この県の

方のＧＩＳへの入力というものは、県のＧＩＳ自身は、県の災害対策本部が、やはり意思決定をす

るための重要な情報のシステムということで動いておりますので、当市町村からの入力項目は、い

わゆる災害対策本部の設置情報だとか、避難勧告情報であるとか、そういうものをこちらから入力

します。それによって、例えばこの地域で災害が起こった場合には、県からその災害の支援ができ

るための、県が支援をするためのそういう計画を実行するための行動を起こす意思を決める、そう

いうことを決めるわけですけれども、こちらから入力するものは、災害時の防災計画に基づきまし

て、災害対策本部の企画班が入力していく。当然その時点では、２４時間対応していくということ

になります。 
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なお、平常時はこのシステムに関しては、平常時の訓練とか、小規模な災害被害情報等も入れて

いかなければなりませんので、これは防災室の方で対応しておりますし、緊急の発生の場合には、

消防本部が２４時間で対応しております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

鈴木議員。 

○２５番（鈴木勢子君） 

では、これに関しては問題がないということですので、次、順番がちょっと逆になったんですが、

１番目の自主防災組織の組織率を高めるというところで、いろいろと市も９月１９日にはきららホ

ールで、県と共催でシンポジウムですか、フォーラムですか、正式名はシンポジウムだったかと思

いますが、私も出ましたけども、非常に５００席が空席が目立ったんですね。とてもいいお話なん

だけども、聞いている方々は市の一部の職員と、それから青海地域でいえば公民館関係、糸魚川は

区とか本当に一部の人で、こういったものをもっと私は、講演も含めていい話をしているんだから

一般公開をして、もっと防災意識を高めるということが必要だと思うんですが、空席があるってこ

とは、やっぱり呼びかけなかったと思うんですけど、自主防災組織を高めるといっても至難の技で

はないということを、市は認識していないんじゃないかと思うんですけど、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

山口消防長。 〔消防長 山口 明君登壇〕 

○消防長（山口 明君） 

お答えいたします。 

９月１９日の「新潟自主防災シンポジウム２００９」というシンポジウムですが、これは新潟防

災戦略に基づいて、県の中でこういうシンポジウムを行いながら自主防災の機運を高める、あるい

は自主防災に皆さんから参画してもらいたいという目的で行っております。 

これに対して参加者が少ないのではないか、あるいは事前の市民の皆様へのそういう広報が少な

いのではないかというご指摘でございますが、当日参加者は２２０名、事前の申し込みが１７４名、

当日参加が４６名でございますけれども、一応、事前申込制をとったということが、１つの私ども

の反省点でございます。 

ただ、広報につきましては、「おしらせばん」の８月２５日号と９月１日号、それから糸西タイ

ムス様には９月９日、あとホームページに８月の後半から当日まで、戸別受信機、ＣＡＴＶ、それ

ぞれ考えられるものは、すべてしたつもりですけども、今おっしゃるようにその告知方法は足りな

かったかもしれませんので、その部分については反省をしております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

鈴木議員。 

○２５番（鈴木勢子君） 

そうですね。去る１１月１２日にビーチホールまがたまで行われた災害ボランティアセンターの
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設置訓練、これもやはりかかわる人は特定されていたのではないかなと思うので、今後、自主防災

組織を高めるためには、あらゆる機会で役員だけでない一般市民も巻き込んだ開催が必要かなと感

じました。 

それで県の防災戦略計画の中で、この自主防災組織を高めるために１事業を１自主団体、上限

２０万円の補助金があって、いろんな自主防災組織について例えば折り畳み式のリヤカーだとか、

いろんなものを買える補助金があるんだけど、県は予算を余らしているんです。ということは、余

らしているということは使われてない。これに関して自主防災組織は今５８％ですが、青海地域に

ついては１団体ですので圧倒的に低いわけですが、こういった補助金の制度、市町村に対するハー

ド面の支援というのを県は予算をとってやっているんだけども、糸魚川でこれうまく使われてます

か、この制度。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

山口消防長。 〔消防長 山口 明君登壇〕 

○消防長（山口 明君） 

お答えいたします。 

県の各自主防災組織への補助金の使われ方といいますか、それについては申しわけございません、

ちょっと私どもの方で把握しておりませんが、補助金じゃなくてこの新潟防災戦略の予算につきま

しては地域防災リーダー研修、あるいは防災講座、あるいは先ほどの防災シンポジウム、それぞれ

この糸魚川地域では新潟防災戦略にかかわる予算は使われているというふうに、こちらの方では受

けとめております。 

なお、糸魚川市単独でも、当然、上限３０万円の資機材の整備補助金、それから１年間３万円の

活動補助金については制度化して、それぞれの各組織の皆様方からご活用いただいております。 

以上であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

鈴木議員。 

○２５番（鈴木勢子君） 

この自主防災組織の支援事業というのは、私、初めて、ちょっと常任委員会も違ったので知らな

かったんですが、９月１９日のきららでのシンポジウムで初めて知ったんですね。その後１１月、

県の方で調べたら予算も余らしている。つまり県から市町村に来て、市町村が各自主防災組織に使

っていいお金が上限２０万円。それはどういうものを買うかというと、もう防災のための機材です

よね、それからさっき言ったリヤカーとかいろいろ使えるから、ただ、組織率を高めましょうって

なかなかならないんです。特に、青海地域においては公民館組織で輪番制で、ほとんど役員は１年

でかわっていきますので、高めるために、ただかけ声だけでは、高まらないかなというふうに思い

ました。 

次、３点目の要援護者ですね、高齢者といっても自力で歩けない人、それから歩けても認知症の

方、それから障がい者の方といっても歩ける人もいるし、また車いすの方もいるし、それから目と

か、耳が聞こえない方もいろいろ多様ですよね。 
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きょうはたまたま障がい者の日なんですね。実際に各避難所が、防災ガイドブック、市が世帯に

発行したここに書いてあるんだけど、この防災ガイドブックに書いてある全市の避難所、ここで障

がい者を果たして受け入れられるのか。これは実際に難しいと思いますね。ここのあたりは、どん

なふうにとらえてますか。だから計画上では、みんな万全なんです。糸魚川市の地域防災計画って、

私ども議員がいただいているのは、これは１６年の中越地震を教訓として策定したものですよね、

２０年３月に作成、県の防災戦略も同じ２０年３月に策定している。すごくいいことが書いてある

んだけど、何度も言うけど紙だけで、実際、地震のときに果たして機能するかと。 

これは１階のロビーですね、今、生中継できる１階のロビーの隅にも、これ現物を置いてありま

したけども、これはやはり専門的な人が見るもので、市民が見るのは、やはりこの防災ガイドブッ

クだと思うんですね。紙ではいいんだけど、だから今の障がい者の問題、それから乳幼児って書き

ましたけど、もし昼間の保育時間帯なら、学校も大変ですけども、学校以上に乳幼児ですね、保育

園、幼稚園が大変かと思うんです。特に女性職員が圧倒的ですから、ここのあたりはどういうふう

に。今、通告書にも書きましたけども、個別計画をきちっとやられてるんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

結城福祉事務所長。 〔福祉事務所長 結城一也君登壇〕 

○福祉事務所長（結城一也君） 

お答えいたします。 

災害時の要援護者の登録という形でございますが、一応６つの分類に分けさせていただいており

まして、ひとり暮らしの高齢者、それから今ほど議員さんが言われましたように寝たきりの高齢者、

障害のある方、それからその他の方々ということで乳幼児等もあるかと思っております。 

平日、特に障害の方につきましては、お一人で動けないというようなことにつきましては、うち

の方で登録をさせていただきますと、じゃあ隣近所で手のすいている方というのは失礼な言い方な

んですけども、ご協力いただける方から避難所までお運びいただいて、その後、避難所での生活を

しばらくといいますか、なるべくそれも快適に過ごせるように、例えば移動式のトイレですとか、

それからベッド等も搬入するというふうな考え方でおります。 

また、保育園が開いているときのあれにつきましても、保育士さんだけでは数に限りがございま

す。お子さんの数が多うございますので、そういうことになりますとやっぱり隣近所の方、それで

手のすいてる方というのは失礼な言い方なんですけども、方からのご協力が絶対必要でないかなと

いう認識を持っておりまして、それぞれ個別の計画ということで、お願いしてはいるんですけども、

なかなか私は大丈夫だという考えの方が多いのかと思われまして、うちの方で把握している人数と

いうのは、あんまり多くないというのが実態でございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

鈴木議員。 

○２５番（鈴木勢子君） 

結城所長、あんまりよくないと言われましたよね。実際にプライバシーのことも個人情報もあっ
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て、なかなか難しいと思うんですが、個人情報、プライバシーよりも命の方が大切なんですよね。

ですから、この市の持ってるＧＩＳにも要援護の方をできるだけ多く入力して、そして即やっぱり

有事の際には使える体制をつくっていかなきゃいけないと思う、大きな課題だと思うので、また今

後、たゆまぬ努力をしてほしいと思います。 

それでこの難しい防災計画の８６ページの医療救護体制ですね、それから８８ページの備蓄計画

について、時間がないので、この２点についてお尋ねします。 

８６ページは初期の救護の問題で、トリアージということで記載してあります。これについては

先ほどちょっと休憩中に所長に聞きましたら、研修は８６人の職員が全部、トリアージについて研

修を受けてるということで万全なのかと思いましたが、その次の段階、トリアージをして次、医療

機関に緊急輸送ですね、この体制はそれぞれ医療機関との連携はどうなってますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

山口消防長。 〔消防長 山口 明君登壇〕 

○消防長（山口 明君） 

お答えいたします。 

災害時医療のいわゆる１次救護、現場以外のその後の体制のご質問ですが、毎年一遍、この地域

の災害拠点病院であります糸魚川総合病院と合同訓練を行いながら、糸魚川総合病院で今度、医師

による２次トリアージになりますが、その能力アップ、あるいは私たちとの連携、顔の見える関係

づくりに保健所も介在しながら、もう既に５年ほど続けておりまして、相当この地域の能力も上が

ってるというふうにみております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

鈴木議員。 

○２５番（鈴木勢子君） 

では、次に入ります。 

備蓄ですが、防災計画では人口の１２.５％の２食分の食料を目標というので、これに関しては

目標が今１万２,５００食ですね、数字は設定されているんですけども、実際には備蓄状況は、こ

としの４月１日現在では少ないわけですよね。これはほかから供給してもらえるというところで、

この計画があるのでしょうか。 

私、防災計画を見ますと、２０年度を目標にそろえるということが、今、ちょっとページ数がわ

からないんですけど、防災資機材も含めて順次整備する。それで避難所に必要な資機材を、２０年

度を目標に備蓄するって書いてあるんですが、食料も含めて。例えば毛布が４月１日現在で

１,５００のところ１,０００に満たないですね。それから防災機材の救助工具セットが目標３８で

現在１５、投光機、発電機が３８の目標で５。２０年度を目標にということ、これ予算の関係で、

できなかったということですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

山口消防長。 〔消防長 山口 明君登壇〕 
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○消防長（山口 明君） 

お答えいたします。 

防災資機材、あるいは備蓄食料等のご質問で、まず、防災食料につきましては、平成２３年度ま

でに目標数量を年次的に確保するということでしております。それで１２月８日現在の例えばアル

ファ米につきましては、目標３,０００食につきまして、もう３,７３１食と。実際上に合わせまし

て缶詰等々は、まだ少し足りないのでございますが、現在、缶詰につきましては１,３０８食で、

１年間に１,２５０食、今年度また入れようということですので、今後また相当ふえてくる、目標

に達する予定でおります。いずれにいたしましても、食料につきましては２３年度までに。 

それから議員ご指摘の毛布等につきましては、平成２０年度までに目標を達するということで、

目標１,０００ということで、現在９９２枚ということで、ほぼ目標に達しております。 

これに、あとそういうほかの支援があるかということでは、当然、日本赤十字社、あるいは災害

応援協定業者、それぞれ協力事業所を含めまして、そういうことも見込んでおります。 

それから防災資機材等につきましては、一応、防災対策に基本的に必要な避難所に置く部分につ

いてということで、今年度を目標にして、ほぼそれについて目標は満足しているということでやっ

ております。今後も順次、もう１回必要な場所を見直しながら増強していく考えでおります。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

鈴木議員。 

○２５番（鈴木勢子君） 

防災資機材は目標３８、両方ね。そうすると、もう今年度、２１年度に、さっき私は１５と５と

言ったけど、ほぼもう３８はクリアされるということなんですね。確認です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

山口消防長。 〔消防長 山口 明君登壇〕 

○消防長（山口 明君） 

お答えいたします。 

防災資機材、私の方で掌握している目標数、つまり救助工具セット等につきましては、１５とい

うふうに承知しておりますので、目標は達したと思いますけれども、またその３８の数字について

は、これから改めて調べさせていただきたいと思います。申しわけございません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

鈴木議員。 

○２５番（鈴木勢子君） 

この資料、私が持っているのは防災室へ行って、この間コピーしていただいてきたんですね。

１９年度の決算の事務報告では、細かいことが出てませんでしたので、防災室へ行ってもらったこ

れ、２０年度を目標に整備するって書いてあった。３８っていうのは備蓄目標が３８、ですから市

単独では１５と１５ですね。投光機、発電機に関しては、まだ５ですよね。だからこれも万全です
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かって、２１年度に。１５のうち５しか、４月１日現在、もらった資料には、そう書いてある。現

物は、私は確認してませんけど。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

山口消防長。 〔消防長 山口 明君登壇〕 

○消防長（山口 明君） 

失礼いたしました。 

避難所に設けるのが２３、それに一般用として備蓄用として１５で合計３８でございます。満足

しております。失礼しました。 

投光機も同じ１５に、それぞれ救助工作セットと投光機を２３、セットにしておりますので、そ

れぞれ３８でございます。それは整備されております。 

失礼しました。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

鈴木議員。 

○２５番（鈴木勢子君） 

はい。了解しました。 

次、２番目の赤い羽根共同募金についてですが、３地域の募金率というちょっと言葉もおかしい

んですけど、集まる金額をそれぞれ示されましたが、世帯数でやりますと非常に差があるんですね。

市全体、１万７,０００世帯の実際には一般世帯では１,０００万円くらいしか集まってませんので、

街頭とか事業所を別にして。ですから世帯数でやると、６０％に欠ける募金率なんです。つまり何

て言うのかしら、できない人、やらない人もいるっていうことですよね。 

私はこれは強制すべきではないし、１,０００円と明記すること自体がおかしい。募金でしょう、

領収書は出ないわけですよ。日本赤十字のように、１,０００円の会費でも町内で集めますけど、

１,０００円でも領収書が出る。募金に領収書っていうのはおかしいでしょう。ですから、

１,０００円を明記すること自体がおかしい。 

ここに長年やってたから、市長は問題がないみたいに言いますけどもね、戦後のお互いに助け合

いましょうって、１０月から歳末に向けて。この趣旨がちょっとずれてるっていうのは使途、使い

道を見たらわかるんですよ。社協だよりというのが、全世帯に配られます。これでいろいろと明細

が書いてあるんですね、活動報告。でも、本当に本来の目的で、生活困窮世帯だとか、恵まれない

人に使われているんではなくなってきたでしょう。ですから合併して、全部一律１,０００円にな

ったんですよ。青海町も違いました、糸魚川市も違う、それで一律１,０００円。社会福祉協議会

の年間会費は、青海町は年間７００円、能生、糸魚川は５００円でしょう。これ全然平らにしてい

かない。これどういうことですかね、一体。 

私は４年間この問題を温めてきて、もっと早くやらなきゃいけなかったんですが、第２ステージ

で取り上げました。市長の第２ステージ、私も第２ステージですけど。それで時間がないんですけ

ども、この使い道は募金会の支会、要するに米田市長で集めているお金を、社会福祉協議会の例え

ばテントだとか、いろいろそういったものに、本来、赤い羽根共同募金で使うものじゃないもの。
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２２号、７月２７日号、写真入り。結城所長が社協の小野佳一会長に目録を手渡してますよね。も

うみんな内々、名簿を見ますと募金会の支会の募金委員、監査を除く１９名、全部社会福祉協議会

の役員、理事、それから評議員でしょう。内輪で募金して、内輪で贈呈し合ってる、本来の目的じ

ゃないですよ。時間がないので、また次に直接担当へいきますけども、本当に恵まれない世帯の方

たちへの募金って、例えば具体的に項目で、歳末慰問事業３００万円のうち幾ら使われてますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

結城福祉事務所長。 〔福祉事務所長 結城一也君登壇〕 

○福祉事務所長（結城一也君） 

お答えいたします。 

赤い羽根共同募金につきましては、金額につきましてはあれなんですが、歳末助け合いの配分と

いう形で、平成２０年度の社会福祉協議会の方に出されました共同募金の配分金事業経理区分の中

では、歳末助け合いの配分ということで４７７万円以上を使用させてもらっております。 

また、それ以外につきましても、ひとり暮らしの老人に対します昼食会、それの経費、それから

金婚祝い品、それから大きいところで言いますと、あと児童青少年ということで、お子さんの遊び

場、児童遊園、児童公園じゃなくて、地区で管理されてる空き地のそこに対しての遊具を設置。そ

れから、民生委員さんの連絡協議会に対しての援助等々で使わせていただいておりまして、たまた

ま社協のテントは買いましたけれども、それも社協として必要だったからということで、法的に決

められたものでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

鈴木議員。 

○２５番（鈴木勢子君） 

結城所長は社協の常務理事ですよね。よろしくお願いしますと言われても、私一人じゃなくて、

１万７,０００世帯に、能生地域は方法は違うんだけども募金が募られていると。人口５万人で年

間、事業所も含め、街頭も含めて約１,７００万円でしょう。ＮＨＫも歳末助け合い、海外助け合

い、これ全国１億人以上の人口に募って１７億円ですよ。全国１７億円、ＮＨＫが、その１００分

の１の１,７００万円、糸魚川。人口にしたら５万人でしょう。二千何百倍の人口でも１７億円、

私はこれはもう来年は戦後６５年ですよね、もう少し見直す。 

それから生活困窮者もふえてます。１,０００円は、私は明記すべきじゃないと思いますよ。こ

れに関して、やはり市民の方は気持ちよく出してないの。わずか１,０００円と皆さんはおっしゃ

るかもしれない。たかが１,０００円、されど１,０００円。気持ちよく出せるものは何かといった

ら使途ですよ。ＮＨＫは歳末助け合いは海外も含めて、国民のだれもが納得する形で映像なりを非

常に流してる。だから例え幾らであっても子供たちも、海外と国内と選べますけど行うわけでしょ

う。糸魚川市の場合、納得してない。気分的に、皆さんは豊かだからどうこうないでしょうが、で

も、みんなやはり不満を持ちながらやってる。募金率も３地域みんな違うの。だからまじめな人ほ

どばかをみちゃうと言っても人もいますよ。 

ここは私はポンと今初めて共同募金について石を投げましたので、もう一度あらゆる分野、使途
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も含めて見直してほしいと思います。本来、社会福祉協議会に年間８,０００万円以上の補助金を

市から出してる。ここの協議会が整備すべきことを、赤い羽根共同募金でやってる、テントだけじ

ゃないですよね。そういったところも見直してほしいと思います。 

これは本当に、私、４年間温めてきたものだけに、もう３地域を回れば回るほど、みんな不満を

持ってる。だからそこのところを理解して、募金の事業をやめてくださいということではないんで

すよ。それは大事で継続で、これは全国的ですからいいんですけども、そこの辺をもう少し考えな

きゃ。先ほど言った社会福祉協議会の会費も、バランスが一元化じゃないです。考えてほしいと思

います。 

次、残り３分になりましたので、３番目の男女共同参画推進事業についてお尋ねします。 

これは私、３月定例会でも取り上げました。ちょっと時間切れで答弁いただけなかったんですけ

ども、３月定例会ではクオーター制のことを申しました。市の１９年に作成したこのプランでは、

２３年度までに４０％クオーター制、あらゆる審議会、位置づけるって書いてある。これ大丈夫で

しょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田鹿総務課長。 〔総務企画部次長総務課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○総務企画部次長総務課長（田鹿茂樹君） 

お答え申し上げます。 

いろんな各種審議会に目標数値として２６年までに４０％、女性の委員の皆様からお入りいただ

くということの目標数値を上げておるわけでございますが、今の段階で、審議会内容によってそれ

ぞれ女性の委員の皆様の入っている率が違っておりますので、平均的な数字で言いますと、二十

数％ということで今押さえておるところでございます。今後もまた女性委員の皆様から、どんどん

審議会等に入っていただくような啓発をしながら、４０％の目標値に近づけてまいりたい、ないし

はクリアをしたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

鈴木議員。 

○２５番（鈴木勢子君） 

目標ですので、ぜひ達成に向けて頑張ってほしいと思います。 

２２年度から市の組織がえで環境生活課へ移行するわけですが、例えば９ページに書いてある新

規事業、ここでは新規事業だけにします。このプランの９ページの新規事業に書いてありますメデ

ィアリテラシーって、なんかどうしてこんな横文字を使うんだろうと思うけど、メディアリテラシ

ーの啓発、新規事業でずっと今継続中だと。この事業は実際今現在、２１年度までは総務課の地域

づくり室、ここできちっとやってますか、この事業。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田鹿総務課長。 〔総務企画部次長総務課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○総務企画部次長総務課長（田鹿茂樹君） 
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お答え申し上げます。 

その事業だけということで取り上げられますと、今の段階では、少し弱いかなという感じはござ

いますが、男女共同参画に関係する各種事業を、地域づくり室では実施をしております。 

そんな中で、男女共同参画社会の重要性、さらにはその視点で社会を見ていくということが大事

だよということを、啓発をさせていただいているところでございますが、今後も多くの情報の中か

らご自身が情報を選択できる能力、さらには、個人情報を発信できる能力を育成していただけるよ

うな内容も含めまして、事業展開を図ってまいりたいというふうに考えております。 

よろしくお願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

鈴木議員。 

○２５番（鈴木勢子君） 

課長、これだけって言われましたけどね、行動計画の中で情報を適切に利活用する能力の熟成っ

て、それでこの項目があるんですから、やはりこれはこれで新規事業だから。いっぱい項目がある

んですね、行動計画。１つ１つやっていかないと、何か全然進まないでしょう。環境生活課へかわ

っても同じだと思うんですけど、そこの認識をね。それから担当職員も問題ですよ。だから市民に

啓発することも大事、庁舎の中、庁内の情報教育も大事だと、そこです。 

それから時間がないので、次、２１ページに重要なプランの中の課題として、仕事、家庭生活、

社会活動の両立っていうことを挙げてます。ここでいう中小企業の事業者に対しての育児助成制度

の事業、これも新規ですけど、これ市内の中小企業にやってますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田鹿総務課長。 〔総務企画部次長総務課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○総務企画部次長総務課長（田鹿茂樹君） 

お答え申し上げます。 

平成２０年度でございますが、企業のための仕事と家庭の両立支援セミナーというのを開催して

おりまして、こちらには２１世紀職業財団新潟事務所の皆様からも共催をいただきまして、企業向

けに子育て、さらには両立支援という部分が大事だということを、セミナーとして開催をさせてい

ただいているところでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

鈴木議員。 

○２５番（鈴木勢子君） 

今、総務課長が答えてびっくりしたの。行動計画では、担当課は商工観光課ですよ。商工観光課

長どうですか。中小企業従業員育成休業助成制度云々、２５ページ。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子商工観光課長。 〔商工観光課長 金子裕彦君登壇〕 
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○商工観光課長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

企業の皆様への家庭と仕事の両立支援のためのいろんな支援制度がございますので、その普及啓

発等を先ほど田鹿課長が申し上げましたような機会を通じて、企業の皆様にお知らせをし、そうい

う制度を使って家庭と仕事の両立支援を推進していただきたいというような話をいたしております。 

また、県でハッピーパートナー企業というのを推奨しておりまして、それについても家庭、それ

から仕事の両立を支援する一つの働きかけということで、その企業への参加を私ども市も総務課と

一緒になりまして、推奨をいたしておるところでございます。現在のところ市内には９つの企業が、

そのハッピーパートナー企業に参加いただいておりまして、昨年、ことしと少しずつふえている状

況でございます。そのような中で、企業の皆様への取り組み支援をいたしておるところでございま

す。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

鈴木議員。 

○２５番（鈴木勢子君） 

しっかりと推進事業を進めてほしいと思います。 

終わります。 

○議長（倉又 稔君） 

以上で、鈴木議員の質問が終わりました。 

暫時休憩いたします。 

再開を午後１時といたします。 

 

〈午後０時０２分 休憩〉 

 

〈午後１時００分 開議〉 

 

○議長（倉又 稔君） 

休憩を解き会議を開きます。 

次に、吉岡静夫議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉岡議員。 〔１５番 吉岡静夫君登壇〕 

○１５番（吉岡静夫君） 

一般質問は４日間でありまして、最終日のきょう、非常に市長をはじめ関係部課長、もちろん議

員の方々、お疲れのところ恐縮でございますけれども、一生懸命やらせていただきますので、よろ

しくお願いを申し上げます。 

初めに言わせてもらいますけれども、釈迦に説法かもしれませんけれども、私は自治体の仕事と

いうのは、まずは命を守る、健康を守る、もうこれに尽きると、こう思ってまいりました。特に弱



 

－ 348 － 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

者、例えば年をとった方、あるいは病人、あるいは力の弱い人、こういうところへ力を入れていく、

もうこれしかないと、こう思っております。 

そういったことで、その思いを持ちながら以下、４点について取り上げさせていただきました。 

通告書に基づいてお話をさせていただきます。 

１、「医療生活協同組合姫川病院」への対応について。 

突然の「破産・閉院」が患者・出資者・債権者に残した影響は、２年半以上経った今も続いてい

る。さらに、このことによる当地方の医療過疎の影響は量・質ともに大きなものがある。 

先回、９月定例会の際、市長は「同病院の管理は破産管財人の管理下にあり、市としては裁判の

推移を見守っていきたい」、こう言われました。いま現在、それ以上の動きはないのか。また、市

が主動しての動きといったものはないのか。さらに、当時、市から同病院に支出された

２,３００万円について、いつ、誰と誰の間で、どこで、どのようなかたちでやりとりがあり、動

いていったのかについて明確にされたい。 

２、新幹線がらみの地元負担金問題であります。 

このことについては政権の流れもあって、今、各人からいろいろな声が上がっておりますけれど

も、改めて、重ねて取り上げさせていただきます。 

特に、当市にあっては駅舎関連の整備事業問題、在来線対応問題、開通後の利便性の問題など。

このことについて、特に、駅舎関連の整備事業費などについては、先の９月定例会で激しい論議が

交わされ、市長の見直し表明などもありました。その後、特別委員会などでも論議が重ねられても

おります。 

当初概算事業費１５億５,０００万円が、今年３月４５億３,０００万円。社会情勢の変化、耐震

強度、工法上の変化など、それなりの事情があったにせよ、あまりにも突然の変化と公表ではなか

ったかという声もありました。 

さらに、糸魚川駅橋上化自由通路都市計画決定素案作成業務委託料としてすでに４６２万円が支

払われておりますけれども、その後、また出ておるわけであります。 

ほかにも、停車回数の問題とか在来線の問題、大糸線とか北陸線、そういった対応もあります。 

いずれにしても、市民はこれらの内容・動きなどを知らなければならないと私は思っておるんで

すけれども、でき得る限り内容・動きなどをお知らせを願いたい、お伺いをしたいと、こう思って

おります。 

３、「後期高齢者医療制度」への取り組み・対応についてであります。 

これまでの老人保健医療制度に代わるものとして、これは２００６年６月の医療制度改革関連法

の成立によって、２００８年４月に施行されたのが、問題の後期高齢者医療制度であります。これ

が「平成のうば捨て医療」として多くの国民から批判を浴びました。今も浴び続けております。 

政権交代を果たした民主党は、当初から当制度については「廃止・見直し」を掲げてきたところ

でありますが、いまのところ宙に浮いたままとなっており、国民の不安を集めております。 

ということで、このことについて、国・県の情報待ち、動き待ちという対応で良いものかどうか。 

市長として、改めてこのことについてどう受けとめているか、どうしたいと考えているかについ

てお伺いしたいのであります。 

４、「公民館」のあり方であります。 
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このことについては、諮問では「コミュニティセンター機能と併せ、生涯学習活動と地域コミュ

ニティとの連携した活動を推進する」、答申では「市町それぞれ特色ある制度として長い歴史と背

景に大きな違いがある中で、市民生活と密接にかかわってきた」、それぞれ現状認識を深めること

と、その線上でのそれなりの対応を深めていくことの重要性を改めて表明しております。 

この後、このことに関しては、慎重な検討・対応が進められていくことになろうかと思いますが、

所見を伺わせていただきます。 

以上で１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

吉岡議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の姫川病院への対応につきましては、さきの９月市議会定例会での一般質問でもお答えし

たとおり、市が主体的に行うものでないととらえております。 

また、同病院に行った補助金につきましても、９月市議会定例会でお答えしたとおりであります

が、地域医療緊急対策特別事業として、平成１９年５月２８日、補助執行を行ったものであります。

これにつきましての要望は、平成１９年５月２１日、市民生活部長に、当時、清水理事長が要望を

行っております。 

なお、一般質問に関係がありますので、吉岡議員が市民に出しておる活動報告の中で、閉院騒ぎ

のどさくさの中で市が出した２,３００万円と言っとるわけでございまして、議員は議会並びに閉

会中でもあっても、発言や文書は大きな影響力がありますので慎重にお願いを申し上げ、ご訂正を

願いたいと存じます。 

２番目の駅舎関連の整備事業問題につきましては、新保議員のご質問にもお答えいたしましたが、

概算事業費の縮減のためＪＲ西日本と協議を進めております。 

また、新幹線の停車回数につきましては、現在の特急停車本数を上回る列車の停車を確保するよ

う、要望していきたいと考えております。 

３番目の後期高齢者医療制度につきましては、全国市長会を通じ、すべての国民を対象とする医

療保険制度の一本化を、国に要請いたしてるところであります。 

また、厚生労働省は制度廃止後、新制度を検討するため、高齢者医療改革会議を設置したことか

ら、今後この会議の行方を見守ってまいりたいと考えております。 

４番目の公民館のあり方のご質問につきましては、この後、教育長から答弁いたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もありますので、よろしくお願い申し上げます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

竹田教育長。 〔教育長 竹田正光君登壇〕 

○教育長（竹田正光君） 
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吉岡議員の４番目の公民館のあり方について、お答えいたします。 

公民館のあり方につきましては、公民館体制等検討委員会の答申の内容を十分に尊重し、現在、

地区公民館長や地区役員との意見交換をする中で、課題を調整しております。 

今後、地区との話し合いを十分に行いながら、新しい公民館体制となるよう取り組んでまいりま

す。 

以上であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

順番を１、２、３、４を逆で、ひとつやらせていただきたいと思っております。 

４番目の公民館のあり方でありますけれども、今、市長並びに教育長の方から答弁がありました。

私の通告書、あるいは今述べました中でも取り上げたとおり、この諮問にしろ答申にしろ、今、教

育長が言われたとおりのことが書いてあるわけでありますけれども、改めてお聞きしたいんですけ

れども、この答申の中では、正確にはいろいろ中身がありますけれども、数とか、あるいは年限と

か、そういうものがありますけれども、例えばパブリックコメントというようなことが、果たして

どの程度行われておるのか。そういうことも考えますと、いわゆるこれ杓子定規に進められるもん

ではないんじゃないかと、中身が中身だけに、そう思っておりますので、その辺を改めてもう１回

お聞きしたい。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

扇山生涯学習課長。 〔教育委員会生涯学習課長 扇山和博君登壇〕 

○教育委員会生涯学習課長（扇山和博君） 

平成２１年の８月２６日に公民館体制等検討委員会より答申をいただいております。 

公民館制度につきましては議員さんもご存じのとおり、各３地域、長い歴史の中で積み重ねてき

た制度であります。これを変えようということで答申をいただいたわけでありますが、やはり各地

区の理解というのが必要だというふうに考えておりまして、答申をいただいた内容を精査する中で、

また地域のご意見をいただいてまとめていきたいというふうに考えております。当然、ある程度の

案ができた中でパブリックコメント等をとって、また皆さんのご意見を反映させていきたいという

ふうに考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

そこは十分理解、了解をしておるところであります。むしろ私も同じような、今、教育長、ある

いは課長がおっしゃった線で進むべきだと、こう思っておるくらいなんでありますけれども、現実

が今、たしか総文の委員会あたりでも我々が取り上げておったように、１１月中のパブリックコメ
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ントとか、そういうものの動きが、私はにぶいのが悪いと言ってるんじゃないんだけれども、そう

いうことがあるだけに、今お聞きをしたわけであります。 

そして私もいろんなところを回っておりますと、これは例えば能生にしろ、青海にしろ、糸魚川

にしろ、ここにも書いてある、諮問の答申にも書いてあるように、いいところをなるべく伸ばすと

いうのが私は基本じゃないかと、こういうふうに思ってますので、当然それには時間もかかるだろ

うと、こう思っております。この辺をもう１回お答えいただきたい。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

扇山生涯学習課長。 〔教育委員会生涯学習課長 扇山和博君登壇〕 

○教育委員会生涯学習課長（扇山和博君） 

お答えいたします。 

公民館制度につきましては、合併後５年をめどに公民館制度を見直していくということで作業を

進めてまいりました。 

検討委員会の答申をいただく中でも、平成２２年度の４月スタートを目指してということで作業

を進めてまいりましたが、やはりいろいろ解決、調整する問題が多いということで考えております。 

今後、地区の皆さんへの説明等意見を聞く中で、早急に案をまとめていきたいというふうに考え

ておりまして、当初２２年の４月スタートというような予定で、スケジュールを考えておりました

が、目標といたしましては、平成２３年の４月１日スタートをめどで作業を進めていきたいという

ふうに、総務文教常任委員会の中でもお話をしております。そういう方向の中で、作業を進めてま

いりたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

その件につきましては、所管の総文でまた論議をされることになろうかと思います。ただ、皆さ

んも十分ご承知のように、非常に地域によってこれは長い歴史があるもんだから、そう簡単にいく

もんじゃないということを、私もあちこちを回っていろいろお聞きしていますと、もう全然違うん

ですね、受けとめ方が。だからその辺を十二分に、これから所管の総文でもそうでしょうけれども、

議員諸公、委員諸公もそうでしょうけれども、あるいは皆さんも十分考えながら対応していくべき

だと、こう思っております。あくまでも悪い意味での杓子定規なやり方で進んでは、必ず後に、あ

っと言うようなことが起きないとは限らないと、こう思ってますので、そのことを言わせていただ

きます。十分お考えをいただきたい。これは当然市長もそういう最高権限者でありますから、当然

考えていただきたい、そう思っております。そういうことで、４番目の公民館のあり方については、

ひとまずここでおさめます。 

３番目、後期高齢者医療制度への取り組み、対応でありますが、これはさっき私、たしか２番目

の新幹線のときにも申し上げたことと同じで、やはり民主党政権になって、いろんな意味で見直し

ていかなきゃならん、あるいはつくり上げていかなきゃならん、この１つではあろうかと思ってお

ります。 
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特に、このことについては同じようなことを言わせてもらいますけれども、高齢者、お年寄りと

いうのは多くの病気を抱えやすい。いわゆるハイリスクの年寄り、これを一まとめにした別立ての

医療制度というのをひっくるめて新たな負担、あるいは過重な負担を生じさせようと、私に言わせ

ればしたもので、所得の少ない人への配慮に欠けること。あるいはそれが医療内容の、これだけが

そうじゃありません、いろんなものが重なっておりますけれども、医療内容の低下というものが起

きることになって、もう現に起きておる、肌身に受けている人が大勢いるわけであります。そうい

うこともあって高齢者の健康、あるいは暮らし、こういったものに大きな悪影響を及ぼすだけでは

ない。将来の若い人も含めて国民全体の負担、あるいは不安、こういうものにつながるものと私は

確信しております。 

そこで改めてお聞きしたい。市長は、このことをどう受けとめておられるか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

小林健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 小林 忠君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（小林 忠君） 

後期高齢者医療制度でございますけども、発足当時、いろいろな批判も受けたわけでございます。

ただ、この制度の背景といたしましては、非常に少子・高齢化が進んできたと。その中で保険制度

を守っていくためには、どうするのかということでスタートしたというふうに思っております。ま

た高齢者と、それから若い方々の負担のアンバランスというのも出てくるというようなことから、

この制度が始まったということであります。 

当初スタート時点でいろいろな、おっしゃられました低所得の方の負担等も上げられたところで

ありますけれども、その後、いろいろな減免の制度が出てまいりましたりして、相当負担を緩和さ

れてきたというふうに考えております。 

そのようなことから、この制度を今また国の方で内容を検討するという状況でありますので、こ

の状況を見守っていきたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

それでは、市長はどういうふうにお考えですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

今ほど課長が答弁し、また私も冒頭でお答えさせていただいたように、後期高齢者の基本は、そ

ういったことで始まったわけであります。 

今、議員ご指摘のように、マイナスなとこだけ言っていただきましたが、プラスの部分もあった

わけであります。しかしながら、そういった総合的な判断の中から、今また政権与党が変わって、
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これに対する今検討を行っていただくわけでございますので、私はそれを見守っていきたいと思っ

ております。県内では、やはり県と一体となったそういったものをつくったわけでありますが、そ

れをもう一度、やはりやり直さなくてはいけない部分も出てくるのかもしれません。そういうとき

に私は、やはり一番これにかかわります高齢者の方々に、迷惑がかからないようにしてもらいたい

というのが実情でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

マイナスな部分だけに目がいってると言われたけれども、それにしても総体的に言えば、そちら

の部分の方が多くて、プラスはあんまりないとは私は断言しません、勉強不足でありますから、そ

ういった部分までは及びませんけれども、それにしても非常に問題があることだけは、もう間違い

ないわけであります。 

ですから、今、市長はそういうような言い方をされましたけれども、私はやはり一歩ここは踏み

込んで、当然、県が、あるいは国だという動きもありますから、そう簡単にいくもんじゃないだろ

うと思いますけれども、このことについて私と同じになれと、そういうことを言ってもそれは土台

無理な話なんですけれども、お考えをいただきたいと、こう思っております。 

ただ、言わせていただきますのは、この後期高齢者医療制度というのは、振り返っていただくと

わかるように、平成１５年のいわゆる医療保険制度及び診療報酬改定、こういったものの基本方針

についての閣議決定というのが基本になっておる。そしてさらに、これはもう皆さんご存じだと思

いますけれども、平成１８年６月の医療改革関連法案の可決、成立があったわけであります。 

後期高齢者医療制度をはじめとする医療制度改革については、非常に批判が噴出しておるけれど

も、今さっき言った０６年、平成１８年の前後というのは、やはりいいぞ、いいぞということで進

んだわけでありまして、それが今ごろになって、また別な意味で噴出をしてきておると、私はそう

いうふうに思っております。 

ということで、これは一自治体の問題ではありませんけれども、後期高齢者医療制度、私は即時

廃止といいましょうか、そういったことを求めておるわけでありますけれども、このことについて

は十分お考えをいただいて、取り組みをいただきたいと、こういうふうに言わせていただきます。 

次に、２番目の新幹線がらみの問題であります。 

この新幹線がらみについては、もういろいろと特別委員会もある、いろいろな形の中で取り上げ

続けてまいったわけでありますけれども、これを振り返ってみますと、私もちょっと前からやって

おったんですけれども、昭和６０年の北陸新幹線環境影響評価報告書、これは日本鉄道建設公団、

さらには昭和６１年、翌年の、北陸新幹線糸魚川駅周辺整備構想策定調査報告書、こういったもの

が当時の日本鉄道建設公団とか、あるいは市、あるいは財団法人都市計画協会と、こういうところ

から出て、見てみますと法線なり、あるいは相当な精緻な形で見取り図といいましょうか、そうい

うものがもう出ておりました。 

さらに９０年、平成２年でありますけれども、これは先ほども新保議員が取り上げましたけれど

も、政府・与党の申し合わせというのがある。このときには新幹線が建設着工する区間の並行在来
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線は、開業時はＪＲの経営から分離することを認可前に確認することと、こういうものがあったわ

けであります。 

そして、その次の次の年に当市議会というか、当時の糸魚川市議会が、このことについていわば

方向づけを認めたと。その折に、このことについては私は意見書を、つまり北陸新幹線建設に伴う

並行在来線のＪＲ切り離し案の見直しを求めると。何か今、結構こういう言葉があっちでも、こっ

ちでも飛んでおりますけれども、当時こういうものを出したんですけれども、結果的には否決をさ

れたという経過があります。 

そこで、そういった前段を置きましてお聞きしたいんですけれども、きょうも何かさっきラジオ、

テレビでも言っておりましたけれども、いわゆる全駅停車、新幹線の、これは県内全駅、このこと

について、これは県だ、国だと言ってしまえば、もうそれまでで終わりなんですけれども、どうい

うふうに今のところ受けとめて、どう対応しようとなさっておられるかお聞きしたいです。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

深見建設産業部長。 〔建設産業部長 深見和之君登壇〕 

○建設産業部長（深見和之君） 

お答えいたします。 

今、県の方で要望しておりますのは、（仮称）上越駅に全新幹線がとまるようにということで、

要望してるところでございますけれども、これにつきましては沿線の３県からもいろいろ意見があ

りまして、これについては新潟県の要望であるということで、その要望についても今度４県でもっ

て話し合いの場を設けるということで、今後、日程調整ということになっております。 

これにつきまして、またＪＲの方といたしましては、すべての新幹線が（仮称）上越駅にとまる

ということにつきましては、現時点では考えられないということを、きのうＪＲ東日本の社長の定

例記者会見で述べられたということでございまして、これまで県と沿線３市で構成します協議会の

取り組みといたしましては、（仮称）上越駅には全列車停車を要望と、糸魚川につきましては、な

るべく多くの列車を停車ということで要望しておりますので、この基本は変わらないと思いますけ

ども、今後、知事の見解として示されておるものにつきましては、今後調整といいますか、そうい

うことも必要だということで、見解を示されているというふうに承知しております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

これも特別委員会なりいろんなところ、あるいはほかのところでもこの問題は、ぽっぽっ、ぽっ

ぽっと出ておるんですけれども、今の部長のお話ですと、ちょっと言葉が、私も十分に記憶がない

んだけれども、上越は全部で、糸魚川はできるだけ多くというんですよね。何かそんなような表現

だったと思うんですけれども、そういう何か仕分けというか、その何かがあるんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

深見建設産業部長。 〔建設産業部長 深見和之君登壇〕 
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○建設産業部長（深見和之君） 

お答えいたします。 

一部訂正させていただきますけども、当初は糸魚川につきましては、できるだけ多くということ

で要望してまいりましたけれども、その後、現在よりも利便性が向上するようにということで表現

が変わっておりまして、これは国に対して県が要望する際に、そういう言い方といいますか、表現

で、（仮称）上越駅に全列車停車とあわせて、要望している事柄でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

改めて確認しておきますけれども、つまり今現在では、上越も糸魚川も同格でそういう動きを、

運動といったらいいか、やっていくんだ、こういうふうなことで受けとめてもよろしいわけですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

深見建設産業部長。 〔建設産業部長 深見和之君登壇〕 

○建設産業部長（深見和之君） 

同格かどうかということで申しますと、（仮称）上越駅には全列車の停車ということであります

し、糸魚川につきましては、現在よりも利便性が向上するということでございますので、糸魚川に

全列車ということでもございませんので、そういう意味では違いがあろうかと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

これは巷間というか、市民の間でも言われておるんだけれども、どうせ糸魚川はあれしたって、

とまらんやないかという、そういう声というのは非常にあるんですね。 

そういう中で、今、部長がおっしゃったような上越は全列車停車、糸魚川はできるだけと。でき

るだけとは言わないけれども、利便性をと、こういうふうな非常に難しい言い回しなんだけれども、

果たしてそれでいいのかどうか。 

やはり同格という言葉がよくなければ何か、とにかく同じような。もう最初から段差というか、

格差をつけて運動するんでいいんだろうかというふうに私は思うんですが、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

深見建設産業部長。 〔建設産業部長 深見和之君登壇〕 

○建設産業部長（深見和之君） 

お答えいたします。 

その利便性につきましては、これは何もお隣の上越駅との比較で糸魚川を考えるんではなくて、

今現在よりもどれだけ向上するかということで考えるべきだと思います。今現在、東京に行くには

「はくたか」を越後湯沢で乗りかえて行ってるわけでございますけれども、今現在１３往復「はく
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たか」が運行されてる中で、上りが９往復停車しておりますし、下りが１０往復停車ということで

ございますので、これは現在の東京へ行く際の利便性といいますか、基準になろうかと思いますの

で、これよりも利便性が向上するということが１つの目安になりますし、先ほど触れましたＪＲ東

日本の会見の中でも、もう１点触れてますのは、沿線住民の乗車機会をふやすということも触れら

れておりますので、ＪＲとしてもその辺は配慮はしてもらえるものと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

今のご答弁をお聞きしておりまして、それにしても思い出されるのが、さっきちょっと取り上げ

ましたけれども、平成４年にいわゆる政府・与党申し合わせ、あるいは後々合意になるわけですけ

れども、そのときと何か同じようなものを感じます。 

つまり言葉の上では、地元には影響は及ぼさない。影響というか、悪い影響は及ぼさないんだと、

利便だけなんだと、簡単に言えば、そういうような勢い流れがあったはずなんです。そのためには

多少の、こちらも頑張ろうじゃないかというような空気の中で、政府・与党の申し合わせというも

のが固まっていったと思います。 

当時、私、見直しということを言ったときに、やはりそういうことを私も言わせてもらったんで

す。鉄道輸送の地方移譲は公共交通、さらには交通福祉という大前提がいる。新幹線と引きかえの

在来線切り離し案は、そこのところは極めてあいまいだと。新幹線を、このときの言葉ですけれど

も、これまでの地域住民や関係自治体の悲願といいましょうか、そういう非常に我々が抱えている

弱い部分とでも言いましょうか、こういうものを使って公共交通の一端である一方、地方の犠牲に

するという、こういうことにつながるんじゃないかというふうなことを、私、申し上げさせていた

だいたんです。これは在来線の問題ですけれども。今の駅の停車をどうする、こうするという問題

ですけれども、やはり何か同じような空気を感じざるを得ません。これ以上、部長も立場、その他

あると思いますから言いませんけれども。 

話をちょっと変えて言わせてもらいますが、これに関連してというか、関連してと言えばどうな

のかわからんけれども、大糸線の、きのうだったか、田中議員が取り上げた新型車両というのがあ

ったんですが、これは改めて、ちょっと確認しとくだけで結構ですが、これはどんな形で、新型車

両で、これは東と西と地元、何も糸魚川ばっかりじゃない、この辺のコンセンサスというものはど

の程度進んでいるのか、改めてもう１回お聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子商工観光課長。 〔商工観光課長 金子裕彦君登壇〕 

○商工観光課長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

先般、田中議員さんの方からもご質問がございましたけれども、大糸線にＪＲ東日本が新型のハ

イブリッド式の展望車を走らせるという予定をお聞きいたしております。 

その内容は、来年の秋にＪＲ東日本が大糸線に、２両編成のものをワンセットと申しましょうか、
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それを走らせたいということで計画をしておりまして、ぜひＪＲ西日本管内の南小谷村から糸魚川

へも乗り入れていただくようにということでの要望を、私どもはＪＲ西日本にさせていただいてお

ります。そのような内容を、話をさせていただいております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

改めてお聞きしますけれども、この間、たまたま大糸線、北陸線を守る会の方々との話し合い、

これは港湾交通対策特別委員会のところへ私も出させてもらっておったんですけれども、その中で

皆さんがおっしゃったあれは、並行在来線の根源は政府・与党合意が大きな障害であると、こうい

うふうにもう言い切っておりますね。 

それから、これは大糸線、北陸線を守る会の出しておる文書の中で、そこに入っておる人たちの

いわゆるアンケートの中で、並行在来線についての内容を行政を含めて知らせる必要かあるとか、

あるいは正しい情報を多く出せ、あるいは市民の認知不足だ。さらには、これはさっき言ったのと

ちょっとダブりますけれども、新幹線が開業したとき糸魚川に何本とまるのかと、こういうような

ことを皆さんは心配なさっておられます。 

その辺について、どういうふうにお考えかという言い方はおかしいですけれども、市長、改めて

お考えをお聞きしたいですが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

深見建設産業部長。 〔建設産業部長 深見和之君登壇〕 

○建設産業部長（深見和之君） 

お答えいたします。 

新幹線建設並びに並行在来線のあり方につきましては、このような議会の場等で、市の考え方に

つきましてはお知らせをしておりますし、また、並行在来線の議論の状況、経営委員会等も開かれ

ております。それにつきましては、県のホームページからも見れますけども、市もリンクを張って

おりますので、そういうとこからも情報は入手できるかと思いますので、こういう機会を通じまし

て、その辺の状況につきましては、逐次、お知らせをしてるとこでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

この間、全くこの話で、別の結構お年を召した方と話しているときに、５０年前のことを思い出

すと。河野一郎さんとか、隣の松村謙三のころ、上越を抜きにして金沢、富山、それと東京を結ぶ

なんていう、そういう話があったんだよ、へえ、そんなことありましたか。今の動きを見てると、

そういうことも思い出されるなという、そういう話もありました。そんなことを頭に置きながら、

今、新幹線の問題を取り上げさせていただいたわけであります。 
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次に、医療生活協同組合の、この姫川病院の問題ですけれども、前回ですね、一応ご答弁もいた

だいてはおるんですけれども、何か消化不良と言えばいいのか、中途半端になっております。 

そこで改めてお聞きをしたいんですけれども２,３００万円の問題、冒頭にも言いました、市長

も答弁しました。このことについて、いま少しお話を伺いたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

９月市議会定例会でもお答えいたしましたが、地域医療緊急対策事業といたしまして、平成

１９年５月２８日に補助執行を行ったものであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

それでは、今回、質問通告でも具体的に出ておったと思うんですが、その５月２１日、役所へと

いうその一連の流れがありましたけれども、もうちょっと具体的に、じゃあ当時、いつ、だれが、

どこで、どういうことがあったのかわかりますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

平成１９年５月２１日に市民生活部長のところに、当時、清水理事長が要望に参っております。

それでそういった２,３００万円の執行に至ったわけであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

ということは、この間の９月のときの答弁、当時、小林課長と変わりがないということで、確認

をさせていただいてよろしいわけですね。市長。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

全然変わっておりません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（倉又 稔君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

それで改めて、非常に意地の悪い質問かもしれませんけれども、お聞きします。 

今現在、債権者数、あるいは裁判をやっておられる方々、あるいは債権者全体、出資者、改めて

もう１回確認をしますけれども、どのぐらいにつかんでおりますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

小林健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 小林 忠君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（小林 忠君） 

当時の資料でございますけれども、出資者数で７,５００名ほどでございます。額にして２億

３,０００万円ということでございます。 

すみません。組合債については、ちょっと手元に資料がございませんので。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

織田総務企画部長。 〔総務企画部長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

当時、病院の方からもらった資料では、組合債の出資者ですけども、個人が３５３人、法人が

３１人というふうにお聞きしております。 

○１５番（吉岡静夫君） 

債権者、それは。 

○議長（倉又 稔君） 

暫時休憩します。 

 

〈午後１時４７分 休憩〉 

 

〈午後１時４８分 開議〉 

 

○議長（倉又 稔君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

織田総務企画部長。 〔総務企画部長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

債権者の方につきましては、出資者がどなたが債権者になったかというのは、市の方では関知し

てませんので、把握はしておりません。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

今、関知という言葉が出ました、してない。さらには市長はさっき、このことについては市が主

体性を持ってはいないんだというような、正確にはちょっと私も記録してないんだけれども、そう

いう言い方をした。 

主体性とは何か、関知とは何かということも問題だけども、これはやはり私、ずっと主張してき

たように、これ市民の多くが患者にしても非常に大勢の方が関係しておるわけですから、やはりそ

こは、もう一歩踏み込んだ取り組みというものがあってしかるべきではないか、こういうふうに私

は考えております。その辺いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

何がというのがなかなか、今の議員の一般質問の中ではくみ取れないわけであります。ただ漠然

としている中においては、そういった答えしかお返しできません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

これはだけど何回も私、取り上げているから具体的に、具体的にと言われても、やはり主体性と

いう問題をもっと出しても私はいいと思うんですよ。 

例えばじゃあ裁判、あした１０日に一応の結審をみるということになっておりますけれども、そ

の辺の情報というものは、市としてもどの程度受けとめて、どういうふうに対応しようとしている

か。そういうことも１つずつやはり積み重ねだと私は思うんですよ。 

こういう問題は非常に問題だから、なかなか１つ１つやっていくわけにはいかないんですよ。そ

ういうところは市長、わかってもらわないと。ただわからん、わからんと言われたんじゃ。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

いつの質問だかわからないものに、この１２月定例会においてお答えするわけにはいきません。

１２月に出していただいた一般質問の中でお答えしているわけでございますので、ご理解いただき

たいと思っています。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（倉又 稔君） 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡静夫君） 

私が冒頭申し上げた、自治体の仕事は弱者、高齢者、そこに尽きる。このことだけは言わせても

らって、終わります。 

○議長（倉又 稔君） 

以上で、吉岡議員の一般質問が終わりました。 

以上で、一般質問を終結いたします。 

本日はこれにて散会といたします。 

大変ご苦労さまでございました。 

 

〈午後１時５１分 散会〉 
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